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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成27年12月24日(2015.12.24)

【公表番号】特表2015-506303(P2015-506303A)
【公表日】平成27年3月2日(2015.3.2)
【年通号数】公開・登録公報2015-014
【出願番号】特願2014-549598(P2014-549598)
【国際特許分類】
   Ｂ６０Ｃ   9/18     (2006.01)
   Ｂ６０Ｃ   9/00     (2006.01)
   Ｄ０７Ｂ   1/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６０Ｃ    9/18     　　　Ｊ
   Ｂ６０Ｃ    9/00     　　　Ｍ
   Ｂ６０Ｃ    9/00     　　　Ｇ
   Ｂ６０Ｃ    9/00     　　　Ａ
   Ｂ６０Ｃ    9/00     　　　Ｈ
   Ｄ０７Ｂ    1/06     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成27年11月4日(2015.11.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　－　カーカス構造（２）と、
　－　前記カーカス構造（２）に対して半径方向外側位置に配置されたベルト構造（１０
）と、
　－　前記ベルト構造（１０）に対して半径方向外側位置に配置されたトレッドバンド（
２０）と、
を含み、
　前記ベルト構造（１０）が、実質的な周方向に沿って配向された隣接するコイル（１１
ａ）に従い前記カーカス構造（２）に巻かれた少なくとも１つの補強コード（１１）を含
み、
　前記少なくとも１つの補強コード（１１）が、
　－　非金属材料で作製されたコア（１２）と、
　－　実質的に互いに平行し、且つ前記コア（１２）に所定の巻線ピッチで螺旋状に巻回
された複数の金属ワイヤ（１３）と、
を含み、
　前記金属ワイヤ（１３）が、前記補強コード（１１）の任意の断面において、それらが
前記コア（１２）に外接する理想的円周（Ｃ）のある角度部分だけに配されるように前記
コア（１２）の周りに配置されており、
　前記コア（１２）が、互いに撚り合わせられた少なくとも２つの細長要素（１２ａ、１
２ｂ）、又は、単独で撚られた単一の細長要素を含む、
二輪車用のタイヤ（１００）。
【請求項２】



(2) JP 2015-506303 A5 2015.12.24

　前記角度部分が約４０°～約２７０°に含まれる角度によって画定される、請求項１に
記載のタイヤ（１００）。
【請求項３】
　前記コア（１２）の直径と、前記金属ワイヤ（１３）の直径と、前記金属ワイヤ（１３
）の前記巻線ピッチとが、前記金属ワイヤ（１３）が実質的な周方向に対して１０°～４
０°に含まれる角度で傾斜するように選択される、請求項１又は２に記載のタイヤ。
【請求項４】
　前記金属ワイヤ（１３）の数が２～８に含まれる、請求項１～３のいずれか一項に記載
のタイヤ（１００）。
【請求項５】
　前記金属ワイヤ（１３）の数が５に等しい、請求項１～４のいずれか一項に記載のタイ
ヤ（１００）。
【請求項６】
　前記金属ワイヤ（１３）の直径が約０．１２ｍｍ～約０．３５ｍｍに含まれる、請求項
１～５のいずれか一項に記載のタイヤ（１００）。
【請求項７】
　前記金属ワイヤ（１３）が実質的に相接の状態にある、請求項１～６のいずれか一項に
記載のタイヤ（１００）。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの補強コード（１１）が約０．５ｍｍ～約２．５ｍｍに含まれる直
径を有する、請求項１～７のいずれか一項に記載のタイヤ（１００）。
【請求項９】
　前記巻線ピッチが約３ｍｍ～約１６ｍｍに含まれる、請求項１～８のいずれか一項に記
載のタイヤ（１００）。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの補強コード（１１）が２．５％超の破断点伸度を有する、請求項
１～９のいずれか一項に記載のタイヤ（１００）。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの補強コード（１１）が０．５％超の部分荷重伸度を有する、請求
項１～１０のいずれか一項に記載のタイヤ（１００）。
【請求項１２】
　前記コア（１２）が繊維質材料を含む、請求項１～１１のいずれか一項に記載のタイヤ
（１００）。
【請求項１３】
　前記繊維質材料が、ガラス繊維及び／又は炭素繊維及び／又は玄武岩繊維及び／又はホ
ウ素繊維の中から選択された無機材料を含む、請求項１２に記載のタイヤ（１００）。
【請求項１４】
　前記繊維質材料が、ポリエチレンテレフタレート、ポリアミド、芳香族ポリアミド、ポ
リビニルエステル、ポリビニルアルコール、ポリエチレンナフタレート、ポリケトン、再
生セルロースの糸、綿及びそれらの混成物又は混合物の中から選択された有機材料を含む
、請求項１２に記載のタイヤ（１００）。
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